
中
世
末
期
の
墓
塔

一
山
口
県
徳
山
市
を
事
例
と
し
て
一

播
 
 
磨
 
 
定
 
 
男

は
じ
め
に

 
徳
山
市
は
山
口
県
周
南
地
方
の
中
心
部
に
位
置
し
、
現
在
で
は
同
地
方
に
お
け
る
経
済
的
・
文
化
的
発
展
の
中
枢
を
担
っ
て
い
る
。
こ

の
地
域
に
お
い
て
中
世
鎌
倉
時
代
か
ら
近
世
江
戸
時
代
に
か
け
造
立
展
開
さ
れ
た
石
造
文
化
に
つ
い
て
は
、
『
徳
山
市
の
社
寺
文
化
財
』

調
査
報
告
書
、
お
よ
び
同
資
料
編
（
と
も
に
徳
山
市
教
育
委
員
会
編
、
平
成
三
年
三
月
刊
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
態
と
概
要
を
把
握
で
き

る
と
い
う
便
宜
さ
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
こ
と
に
後
者
の
資
料
編
は
教
育
委
員
会
が
市
域
内
の
神
社
・
仏
閣
を
中
心
と
し
た
文
化
財
に
つ
い

て
各
専
門
家
に
現
地
調
査
を
依
頼
し
、
昭
和
五
十
四
年
か
ら
平
成
元
年
ま
で
の
実
に
十
一
年
間
の
歳
月
を
か
け
て
作
成
し
た
、
言
わ
ば
昭

和
の
一
大
文
化
事
業
で
あ
り
、
こ
の
調
査
に
最
初
か
ら
参
加
し
た
一
人
と
し
て
こ
の
度
の
刊
行
に
は
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
ま
た
、

右
の
資
料
編
は
調
査
期
間
中
に
公
刊
さ
れ
た
各
地
域
ご
と
の
虚
報
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
前
者
の
調
査
報
告
書
の
方
は
全
調
査
を
終
了

し
た
後
、
各
分
野
ご
と
に
主
な
遺
品
を
取
り
上
げ
、
写
真
を
掲
載
し
解
説
を
試
み
て
い
る
。
私
が
担
当
し
た
石
造
文
化
の
分
野
で
は
、
よ

り
広
く
一
般
市
民
の
方
に
も
地
元
の
文
化
遺
産
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
石
造
文
化
の
概
略
的
説
明
に
加
え
て
「
徳
山
の
石
造
文
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五
四

化
」
と
題
し
た
一
文
を
の
せ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
各
時
代
ご
と
の
概
観
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
徳
山
地
方
に
開

花
し
た
石
造
文
化
に
つ
い
て
は
主
要
遺
品
の
個
別
的
デ
ー
タ
や
解
説
を
の
せ
る
だ
け
で
な
く
、
同
地
域
内
の
類
似
品
や
他
地
域
と
の
比
較

な
ど
を
通
じ
て
全
体
的
特
色
や
流
れ
が
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
つ
も
り
で
あ
る
℃

 
さ
て
、
徳
山
地
方
の
石
造
文
化
に
つ
い
て
本
稿
と
の
関
連
か
ら
そ
の
概
要
を
述
べ
る
と
、
同
地
方
の
石
造
文
化
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
至

っ
て
よ
う
や
く
出
現
し
て
い
る
。
昭
和
六
十
年
に
夜
市
地
区
貝
籠
か
ら
出
土
し
た
五
輪
塔
が
初
見
で
、
同
所
か
ら
は
弘
安
四
年
（
一
二
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

一
）
銘
が
二
基
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
有
銘
五
輪
塔
の
県
下
最
古
品
で
あ
る
。
右
に
続
く
の
が
菊
川
地
区
上
村
の
上
年
墓
地
に
あ
る

嘉
元
元
年
（
＝
二
〇
三
）
五
輪
塔
で
、
上
記
貝
籠
で
は
弘
安
四
年
銘
と
同
じ
場
所
か
ら
嘉
元
五
年
遅
＝
二
〇
七
）
と
元
亨
年
間
（
＝
二
二

一
～
二
四
）
銘
の
五
輪
塔
が
各
一
基
ず
つ
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
部
地
区
桜
木
二
丁
目
の
慈
福
寺
に
は
周
知
の
よ
う
に
高
さ
三
耕

余
の
県
下
で
も
比
類
を
見
な
い
立
派
な
宝
筐
印
塔
が
あ
り
、
無
銘
で
は
あ
る
が
そ
の
形
式
・
構
造
・
規
模
な
ど
か
ら
鎌
倉
時
代
末
期
頃
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

 
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
五
輪
塔
と
宝
無
印
塔
の
造
立
に
始
ま
る
徳
山
地
方
の
石
造
文
化
は
、
次
の
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
石
碑
、
笠
塔

婆
、
板
碑
、
層
塔
な
ど
の
分
野
に
も
遺
品
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
須
々
万
地
区
飛
龍
八
幡
宮
境
内
に
現
存
す
る
石
碑
は
建
武
三
年

（
＝
二
三
六
）
銘
で
あ
り
、
笠
塔
婆
は
菊
川
地
区
岩
屋
寺
の
貞
和
三
年
目
＝
二
四
七
）
と
温
麺
地
区
西
松
室
の
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）

銘
の
二
基
、
さ
ら
に
板
碑
は
菊
川
地
区
庄
原
に
応
安
七
年
（
＝
二
七
四
）
銘
の
地
蔵
像
容
自
然
石
板
碑
が
あ
り
、
層
塔
は
戸
田
地
区
瑞
龍

寺
の
五
重
塔
（
現
在
は
四
重
塔
）
が
無
銘
で
は
あ
っ
て
も
こ
の
時
代
の
も
の
と
認
定
さ
れ
る
。
徳
山
地
方
の
石
造
文
化
は
前
代
の
鎌
倉
時

代
に
は
夜
市
・
菊
川
・
中
央
部
地
区
な
ど
海
岸
線
の
山
陽
道
沿
い
に
展
開
し
て
い
た
も
の
が
、
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
山
面
部
の
須
々

万
・
須
金
地
区
に
も
波
及
し
、
五
輪
塔
や
笠
塔
婆
、
石
碑
な
ど
の
造
立
を
見
た
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
室
町
時
代
は
右
の
地
域
的
分
布
が
一
層
拡
大
し
、
造
立
さ
れ
た
遺
品
も
次
第
に
数
を
増
し
て
く
る
こ
と
は
時
代
の
趨
勢
と
い
え
よ
う
。

具
体
的
な
遺
品
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
初
見
し
た
五
輪
塔
、
宝
筐
印
塔
、
板
碑
、
笠
塔
婆
な
ど
に
加
え
て
石
室
、
石
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殿
、
一
重
塔
、
無
縫
塔
な
ど
も
造
立
さ
れ
、
有
銘
の
も
の
だ
け
で
も
一
々
列
挙
で
き
な
い
ほ
ど
多
数
に
上
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
無
銘
の

例
え
ば
小
五
輪
塔
や
小
舌
流
箱
塔
な
ど
を
含
め
る
と
、
徳
山
市
内
十
四
地
区
の
ほ
ぼ
全
域
に
石
造
文
化
が
行
き
亙
っ
て
い
る
と
称
し
て
も

過
言
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
徳
山
地
方
の
石
造
文
化
は
室
町
時
代
、
な
か
ん
ず
く
そ
の
後
期
に
至
っ
て
急
激
に
造
立
数
を
増
大
さ

せ
、
地
域
的
分
布
の
範
囲
も
急
速
に
拡
大
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
現
象
を
数
的
な
面
か
ら
の
み
捉
え
れ
ば
室
町
時
代

は
石
造
文
化
の
ま
さ
に
全
盛
期
と
も
い
い
得
る
が
、
石
造
文
化
の
内
容
、
こ
と
に
個
々
の
種
目
に
即
し
て
中
身
を
吟
味
す
る
と
、
こ
の
時

代
の
造
立
数
や
分
布
の
度
数
を
引
き
上
げ
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
実
は
室
町
時
代
後
期
に
至
っ
て
大
量
に
造
立
さ
れ
る
小
五
輪
塔
や
小

宝
籐
印
塔
に
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

 
室
町
時
代
に
造
立
さ
れ
た
小
五
輪
塔
や
小
笠
筐
印
塔
は
徳
山
市
内
に
限
ら
ず
他
地
方
に
お
い
て
も
普
遍
し
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
数

は
無
銘
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
遺
品
の
も
つ
大
き
な
特
徴
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
が
造
立
さ
れ
た
目
的
や
意
義
を
未

だ
十
分
に
把
握
し
切
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
地
理
的
分
布
に
し
て
も
そ
の
意
味
や
背
後
史
と
の
関
連
性
な
ど
に
言
及
す
る
ま
で
に
は
至
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
従
来
の
殻
を
打
ち
破
る
べ
く
、
こ
れ
ら
無
銘
塔
の
存
在
や
意
義
に
つ
い
て
も

考
察
を
広
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
成
否
は
同
形
式
の
有
銘
塔
の
収
集
と
、
そ
の
内
容
や
出
土
状
態
な
ど
を
い
か
に
分
析
吟
味
す
る
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
幸
い
徳
山
市
内
か
ら
は
室
町
後
期
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
～
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
間
に
五
十
二
基
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
有
銘
遺
品
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
手
掛
り
に
該
題
に
迫
り
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
江
湖
の
御
教
示
を
賜
わ
れ

ば
幸
甚
で
あ
る
。
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五
六

室
町
時
代
前
期
の
遺
品

 
e
規
模
の
縮
小
と
形
式
の
簡
略
化

 
室
町
時
代
後
期
の
石
造
遺
品
に
言
及
す
る
前
に
、
同
時
代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
有
銘
遺
品
を
取
り
上
げ
、
時
代
の
流

れ
が
こ
れ
ら
の
遺
品
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
、
形
式
、
内
容
の
両
面
か
ら
こ
の
時
代
の
全
般
的
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

い
。
ま
ず
遺
品
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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室
町
時
代
前
期
の
有
銘
石
造
文
化

①
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）
湯
野
三
尊
種
子
板
碑
三
障
（
湯
野
地
区
佐
古
）

②
寛
正
年
間
（
一
四
六
〇
～
六
五
）
金
浄
庵
点
五
輪
塔
一
基
（
夜
市
地
区
下
伊
賀
）

③
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
岩
屋
寺
五
輪
塔
一
基
（
菊
川
地
区
下
上
）

④
同
十
七
年
（
一
四
八
五
）
龍
文
寺
宝
筐
印
塔
一
基
（
長
穂
地
区
門
前
）

⑤
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
龍
文
寺
五
輪
塔
一
基
（
長
穂
地
区
門
前
）

⑥
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
横
矢
地
蔵
堂
宝
筐
印
塔
一
基
（
菊
川
地
区
下
上
）

⑦
同
四
年
（
一
四
九
五
）
龍
豊
寺
宝
筐
印
塔
一
基
（
向
道
地
区
大
道
理
）

⑧
同
六
年
（
一
四
九
七
）
龍
文
寺
宝
筐
印
塔
一
基
（
長
穂
地
区
門
前
）

⑨
同
七
年
（
一
四
九
八
）
倉
峠
六
地
蔵
種
子
板
碑
六
基
（
菊
川
地
区
井
谷
）

⑩
同
七
年
（
一
四
九
八
）
中
村
混
合
種
子
板
碑
一
基
（
向
道
地
区
大
道
理
）
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⑪
同
七
年
（
一
四
九
八
）
諏
訪
前
石
室
一
棟
（
菊
川
地
区
井
谷
）

 
⑫
同
九
年
（
一
五
〇
〇
）
井
谷
石
室
一
棟
（
菊
川
地
区
井
谷
）

 
最
後
の
石
室
を
除
く
他
の
髪
形
は
す
べ
て
既
出
の
も
の
で
、
板
碑
や
五
輪
塔
は
前
代
の
南
北
朝
期
に
も
造
立
さ
れ
て
い
る
が
宝
筐
印
塔

は
鎌
倉
時
代
末
期
以
来
の
出
現
で
あ
る
。
室
町
時
代
前
期
の
お
よ
そ
百
年
間
に
十
二
件
の
造
立
は
南
北
朝
時
代
と
ほ
ぼ
同
じ
ペ
ー
ス
で
あ

り
、
室
町
時
代
も
中
期
頃
ま
で
は
造
立
件
数
の
上
で
こ
れ
ま
で
と
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
次
に
石
造
文
化
の
種
目
別
に
見
て
い
く

と
、
板
碑
は
①
の
湯
野
三
尊
種
子
を
は
じ
め
⑨
⑩
と
、
こ
の
期
間
だ
け
で
三
箇
所
か
ら
発
見
さ
れ
、
室
町
後
期
に
な
っ
て
も
菊
川
地
区
の

岩
屋
寺
や
横
矢
路
傍
、
須
々
万
地
区
下
角
な
ど
か
ら
有
銘
無
銘
の
も
の
が
五
、
六
基
記
録
さ
れ
て
お
り
、
徳
山
地
方
の
板
碑
文
化
は
南
北

朝
期
に
初
見
し
て
以
来
間
断
な
く
順
調
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
形
式
的
に
は
自
然
石
を
粗
く
削
っ
た
ま
ま
の
自
然

石
板
碑
が
中
心
で
、
時
代
と
と
も
に
規
模
は
縮
小
し
、
主
尊
表
芸
に
し
て
も
前
代
の
庄
原
地
蔵
像
容
板
碑
の
よ
う
な
精
巧
な
作
品
は
見
ら

れ
な
い
。
頂
部
の
山
形
と
横
二
条
線
の
特
殊
形
式
が
見
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
室
町
末
期
の
無
銘
品
で
あ
り
、
徳
山
市
周
辺
か
ら
も
整
形
板

碑
の
古
遺
品
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
①
⑨
⑩
の
三
件
と
も
梵
字
種
子
や
名
号
、
そ
れ
に
紀
年
銘
を
刻
す
程
度
で
あ
る
か
ら
造
立
趣
旨
や

目
的
も
未
だ
判
然
と
し
な
い
が
、
⑨
と
⑩
の
両
基
は
旧
墓
地
か
ら
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
と
に
⑨
の
倉
男
板
碑
の
場
合
は
同
形
式
の
も
の

が
皇
基
（
う
ち
一
基
は
後
歯
）
併
饗
し
、
各
々
地
蔵
種
子
を
顕
刻
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
板
碑
は
六
地
蔵
信
仰
の
風
潮
を
享
け
て

故
人
の
追
善
供
養
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
前
の
例
え
ば
庄
原
地
蔵
像
容
板
碑
が
地
域
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
表
出

物
と
し
て
八
百
十
七
人
も
の
善
男
善
女
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
た
場
合
、
そ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
と
し
て
く
る
。
室

町
時
代
の
板
碑
は
か
つ
て
の
よ
う
に
主
客
を
安
置
供
養
す
る
と
い
う
本
来
的
な
も
の
よ
り
も
、
故
人
の
追
善
や
冥
福
を
祈
願
す
る
た
め
に

造
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
造
立
場
所
も
故
人
の
埋
葬
地
、
す
な
わ
ち
墓
地
と
の
関
連
を
強
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
板
碑
に
対
し
五
輪
塔
や
宝
筐
印
鑑
は
、
次
第
に
小
規
模
化
し
た
遺
品
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
発
掘
に
際
し
各
部
が
分
散
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
 

出
土
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
②
の
夜
市
地
区
金
浄
庵
跡
に
あ
る
五
輪
塔
は
水
輪
が
高
さ
二
八
弛
ン
、
幅
三
〇
弛
ン
と
、
こ
の
時

五
七
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五
八

代
の
も
の
と
し
て
は
大
き
い
方
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
他
の
部
分
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
続
く
③
岩
屋
寺
五
輪
塔
は
五
輪
各

部
が
一
石
彫
成
で
、
こ
の
種
の
形
式
で
は
市
内
の
初
見
で
あ
る
。
全
局
六
五
弛
ン
と
小
形
で
あ
る
か
ら
水
輪
も
高
さ
一
五
弛
ン
、
幅
一
九
弛
ン
と

①
に
較
べ
規
模
も
大
分
縮
小
し
、
こ
れ
以
降
に
出
現
す
る
小
五
輪
塔
と
の
共
通
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
⑤
の
龍
文
寺
五
輪
塔
は
各
部

別
石
で
あ
る
が
現
存
す
る
の
は
刻
銘
の
あ
る
地
輪
の
み
で
、
高
さ
二
三
弛
ン
、
幅
二
五
弛
ン
、
奥
行
き
二
五
弛
ン
の
地
霧
上
に
現
在
で
は
こ
れ
と

釣
り
合
い
の
と
れ
た
水
・
火
・
風
・
空
輪
を
の
せ
復
元
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
全
高
は
八
二
弛
ン
し
か
な
く
、
室
町
時
代
に

入
る
と
五
輪
塔
も
前
の
板
碑
と
同
様
小
形
化
し
、
形
式
的
に
も
退
化
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

 
前
掲
の
遺
品
一
二
件
中
程
筐
印
塔
は
四
竃
も
含
ま
れ
、
室
町
時
代
前
期
か
ら
す
で
に
多
数
造
立
の
兆
候
を
見
せ
て
い
る
。
④
龍
野
寺
文

明
十
七
年
銘
は
刻
銘
の
あ
る
塔
身
を
中
心
に
復
元
さ
れ
、
全
高
（
尊
上
）
一
一
〇
弛
ン
を
計
る
が
、
塔
身
部
は
高
さ
一
八
・
五
官
ン
、
幅
一
八

飛
ン
、
奥
行
き
一
九
袖
ン
と
小
形
で
あ
り
、
月
輪
内
の
梵
字
種
子
も
力
を
失
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
遺
品
は
規
模
が
縮
小
す
る
だ
け
で
な
く
宝

筐
印
塔
各
部
の
造
作
が
簡
略
退
化
し
、
基
礎
面
に
見
ら
れ
る
格
狭
間
を
線
刻
し
た
り
、
基
礎
上
の
段
形
を
省
略
し
た
り
す
る
も
の
も
現
わ

れ
て
い
る
。
⑥
横
矢
地
蔵
堂
の
明
応
四
年
銘
も
基
礎
と
下
身
の
み
が
残
存
し
、
高
さ
二
六
・
五
袖
ン
、
幅
二
九
弛
ン
、
奥
行
き
二
九
態
の
基
礎

上
に
高
さ
、
幅
、
奥
行
き
と
も
に
二
〇
・
五
態
の
塔
身
を
の
せ
て
い
る
。
⑦
の
龍
豊
幡
明
応
四
年
銘
や
⑧
の
直
書
寺
同
六
年
銘
に
な
る
と

立
身
部
は
と
も
に
一
六
弛
ン
程
度
ま
で
縮
小
し
て
い
る
か
ら
、
⑥
の
横
矢
地
蔵
堂
明
応
四
年
銘
は
こ
の
時
代
の
も
の
と
し
て
は
割
合
大
き
い

方
で
あ
る
。
し
か
し
前
代
に
較
べ
れ
ば
五
輪
塔
、
宝
簾
印
塔
と
も
に
急
速
に
規
模
が
縮
小
し
小
形
化
し
て
い
る
こ
と
は
各
地
域
に
お
い
て

も
共
通
し
て
見
ら
れ
、
五
輪
塔
の
場
合
は
前
述
③
の
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
時
点
で
す
で
に
一
石
温
麺
品
が
出
現
し
て
い
る
よ
う
に
、

宝
簾
印
塔
に
お
い
て
も
⑦
の
龍
豊
寺
明
応
四
年
銘
は
基
礎
と
塔
身
が
一
石
で
書
成
さ
れ
る
な
ど
、
次
第
に
こ
れ
ら
の
石
塔
が
大
量
造
立
の

時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

 
ω
石
塔
か
ら
墓
塔
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
前
掲
②
の
金
浄
庵
跡
五
輪
塔
は
水
輪
部
分
に
、
五
輪
種
子
バ
と
バ
ー
に
挾
ま
れ
て
紀
年
銘
と
「
沙
弥
□
□
／
敬
白
」
を
刻
ん
で
い
る
。
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こ
の
後
の
五
輪
塔
が
地
雷
部
分
に
刻
銘
す
る
こ
と
と
対
比
し
て
も
、
右
の
五
輪
塔
は
未
だ
小
形
化
す
る
以
前
の
前
代
の
遺
風
を
色
濃
く
反

映
し
た
作
品
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
続
く
③
の
岩
屋
寺
文
明
九
年
銘
と
⑤
の
全
文
寺
延
徳
三
年
銘
の
両
基
は
各
々
雪
輪
に
「
逆
修
理
勢
」

「
口
國
光
地
禅
門
」
と
僧
侶
名
や
故
人
の
法
名
を
刻
ん
で
い
る
。
前
者
は
岩
屋
寺
住
僧
理
勢
の
逆
修
供
養
塔
で
あ
り
、
後
者
も
俗
名
は
知

り
得
な
い
が
単
文
寺
と
関
係
し
た
人
物
の
死
後
の
冥
福
を
祈
願
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、

五
輪
塔
の
地
輪
に
僧
侶
の
名
前
や
故
人
の
法
名
を
刻
む
こ
と
は
室
町
時
代
の
大
き
な
特
色
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
傾
向
は
宝
筐
印

塔
に
お
い
て
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
・
④
の
龍
文
寺
文
明
＋
七
年
銘
は
影
身
に
「
。
國
瑞
兼
居
士
／
文
明
＋
ヒ
頗
f
月
廿
三

日
」
と
あ
り
、
⑥
の
横
矢
地
蔵
堂
の
場
合
も
塔
身
に
「
春
圃
英
公
／
明
認
四
解
蝿
二
月
十
目
日
」
と
、
故
人
の
法
名
と
紀
年
を
刻
ん
で
い

る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
法
名
を
文
献
と
照
合
す
る
と
、
前
者
の
「
口
國
瑞
兼
居
士
」
は
石
見
国
の
豪
族
で
同
国
西
部
の
七
尾
城
を
拠
点
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
た
益
田
兼
尭
の
法
名
全
黒
鉱
兼
居
士
と
一
致
し
、
紀
年
銘
は
彼
の
死
亡
日
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
龍
文
寺
は

永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
に
陶
氏
五
代
盛
政
が
創
建
し
た
古
刹
で
あ
り
、
盛
政
の
孫
弘
護
の
正
室
が
益
田
兼
合
の
女
で
あ
る
か
ら
、
彼
女

に
よ
っ
て
陶
氏
菩
提
所
に
亡
父
の
供
養
塔
が
造
立
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
「
春
圃
英
公
」
は
陶
正
写
の

次
男
興
明
の
法
名
春
圃
孝
英
を
敬
称
し
た
も
の
で
、
興
宮
は
明
応
四
年
二
月
十
三
日
に
長
兄
武
護
と
陶
氏
本
拠
地
の
富
田
保
に
お
い
て
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
 

黙
し
死
亡
し
て
い
る
か
ら
、
石
塔
の
紀
年
銘
は
ま
さ
に
こ
の
日
を
記
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
⑦
の
龍
豊
寺
宝
筐
印
塔
も
右
の
興
明
に
関

す
る
も
の
で
、
こ
れ
の
塔
身
に
は
「
口
圃
孝
英
禅
定
門
／
碧
雲
卯
二
月
十
三
日
」
と
あ
り
、
途
中
磨
滅
し
た
り
は
し
て
も
法
名
や
紀

年
銘
な
ど
か
ら
右
と
同
一
人
物
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
⑥
⑦
の
両
基
は
陶
宿
明
な
る
人
物
の
た
め
に
造

立
さ
れ
た
も
の
で
、
塔
身
に
は
と
も
に
故
人
の
法
名
と
死
亡
日
を
刻
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
両
塔
が
発
見
さ
れ
た
箇
所
に
囑
目
す
る
と
、
後
者
は
興
明
の
生
母
益
田
氏
が
開
基
と
称
さ
れ
る
龍
豊
寺
墓
地
に
安
置

さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
本
人
が
戦
死
し
た
と
想
定
さ
れ
る
能
間
居
館
跡
の
近
く
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
両
塔
と
も
塔
婆
部
に
故
人
の
法

名
と
死
亡
日
を
刻
銘
す
る
な
ど
、
内
容
表
現
の
面
で
す
で
に
墓
塔
と
し
て
の
色
合
を
濃
く
し
て
い
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ

五
九
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六
〇

が
故
人
と
関
連
す
る
寺
院
墓
地
や
戦
死
地
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
代
す
な
わ
ち
室
町
時
代
の
石

塔
は
従
来
と
造
立
の
意
義
を
異
に
し
て
、
次
第
に
故
人
の
屍
体
を
埋
葬
し
た
墳
墓
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
く
る
こ
と
は
看
過
し
得
な
い

出
来
事
と
い
え
よ
う
。
五
輪
塔
や
宝
生
印
塔
、
板
碑
な
ど
の
石
造
塔
婆
を
造
立
す
る
意
義
は
、
こ
れ
ら
の
塔
婆
を
造
立
し
仏
や
舎
利
・
仏

典
等
を
安
置
供
養
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
仏
縁
に
よ
っ
て
現
世
お
よ
び
来
世
で
の
功
徳
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の

石
造
塔
婆
史
を
顧
み
れ
ば
こ
う
し
た
石
塔
造
立
の
本
来
の
在
り
方
と
は
別
に
、
造
立
者
の
功
徳
を
故
人
に
回
向
し
、
そ
の
冥
福
や
追
善
を

祈
願
す
る
こ
と
も
相
当
早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
五
輪
塔
の
場
合
は
水
輪
や
地
霧
に
内
部
施
設
と
し
て
丸
形
や
方
形
の
孔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
9
）

を
設
け
、
こ
の
中
に
蔵
骨
器
を
収
納
し
た
り
、
板
碑
に
も
最
初
か
ら
故
人
の
追
善
を
目
的
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
な
ど
も
あ
っ
て
、
時

代
の
経
過
と
と
も
に
こ
う
し
た
類
例
は
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
刻
銘
に
故
人
の
追
善
を
唱
え
な
が
ら
も
、
石
塔
と
し
て
の

本
分
た
る
べ
き
主
尊
は
寸
翰
正
面
の
主
要
位
置
に
顕
刻
す
る
な
ど
、
た
と
え
五
輪
塔
に
故
人
の
舎
利
を
納
入
す
べ
き
丸
孔
を
設
営
し
た
に

し
て
も
、
水
輪
や
地
雨
の
表
面
に
故
人
の
法
名
を
記
す
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
造
立
の
目
的
を
第
二
義
的
な
故
人
の
追

善
供
養
に
変
え
な
が
ら
も
石
塔
本
来
の
意
義
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
に
な
る
と
す
で
に
例
示
し
た
ご
と

く
、
五
輪
塔
や
宝
石
印
塔
の
刻
銘
に
被
供
養
者
の
法
名
・
死
亡
日
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
造
立
の
意
図
を
明
確
に
表
現
し
、
規
模
の
面
で

は
小
形
化
に
よ
っ
て
内
部
施
設
を
伴
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
分
だ
け
故
人
の
埋
葬
地
と
の
関
係
を
強
め
て
く
る
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
前
掲
一
覧
表
の
回
文
寺
、
龍
豊
富
、
岩
屋
寺
な
ど
は
市
内
で
も
有
数
の
古
刹
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
発
見
さ
れ

た
五
輪
塔
や
孟
春
印
塔
は
最
初
か
ら
墓
塔
と
し
て
故
人
の
墳
墓
上
に
建
立
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
石
塔
か
ら
墓

塔
へ
の
変
化
は
こ
の
後
も
一
層
強
力
に
推
進
さ
れ
、
か
つ
て
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
多
数
の
小
五
輪
塔
、
三
宝
簾
印
塔
の
出
現
期
を
迎
え
る

の
で
あ
る
。
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二
 
室
町
時
代
後
期
の
遺
品

 
ω
一
石
彫
成
型
小
塔
の
出
現
と
流
布

 
室
町
時
代
後
期
の
文
亀
・
永
正
年
間
（
一
五
〇
一
～
二
〇
）
以
降
に
な
る
と
、
石
塔
の
中
で
も
五
輪
塔
や
宝
筐
印
塔
の
発
掘
件
数
が
急

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

激
に
増
大
し
て
く
る
。
因
み
に
徳
山
市
で
の
調
査
結
果
を
一
覧
表
に
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
〈
表
一
〉
 
有
銘
五
輪
塔
・
宝
簾
印
塔
の
分
布

 
 
 
 
 
 
 
 
地
 
区
年
次

湯
野

戸
田

夜
市

菊
川

向
道

長
穂

須
々
万

中
須

須
金

久
米

櫛
浜

鼓
南

大
津
島

中
央
部

計

明
徳
・
応
永
（
三
九
〇
～
西
二
七
）

正
長
～
文
安
（
茜
二
八
～
四
八
）

宝
徳
～
応
仁
（
西
四
九
～
六
八
）

三
）

一
（
一
）

文
明
・
長
享
（
西
六
九
～
八
八
）

一
（
一
）

一

二
（
一
）

延
徳
・
明
応
（
茜
八
九
～
毫
O
O
）

一

一

二
（
一
）

四
（
一
）

文
亀
・
永
正
（
一
吾
一
一
δ
）

五
（
三
）

三

一

九
（
三
）

大
永
・
享
禄
（
一
五
一
＝
～
三
一
）

二
（
一
）

二
（
一
）

天
文
 
 
 
（
一
五
三
二
 
 
五
四
）

一

三

八

三

弘
治
～
元
亀
（
蓋
五
五
～
七
二
）

三

一

三

七

天
正
 
 
 
（
一
五
七
三
 
九
一
）

一

三
（
七
）

三

一

二

二

一
三
（
七
）

計

二
（
一
）

二
六
（
三
）

八

天
（
一
）

一

二

二

究
（
西
）

（
注
）
-
（
）
内
は
五
輪
塔

 
 
 
 
六
一
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六
二

 
室
町
時
代
前
期
の
明
徳
三
年
（
＝
二
九
三
）
～
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
ま
で
の
百
年
余
の
間
に
造
立
さ
れ
た
有
銘
の
五
輪
塔
、
宝
簾

印
塔
は
合
計
七
基
程
度
で
あ
る
が
、
室
町
後
期
に
は
文
亀
・
永
正
年
間
（
一
五
〇
一
～
二
〇
）
だ
け
で
九
基
も
造
立
さ
れ
、
以
後
天
文
年

間
（
一
五
三
二
～
五
四
）
に
は
十
二
基
、
弘
治
～
元
亀
年
若
（
一
五
五
五
～
七
二
）
に
は
七
基
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
九
一
）
に
は

二
十
二
基
と
時
間
の
経
過
と
と
も
に
造
立
数
が
増
え
て
い
る
。
文
亀
元
年
以
降
天
正
年
間
ま
で
の
も
の
を
合
計
す
る
と
、
宝
筐
印
塔
は
四

十
一
基
、
五
輪
塔
は
十
一
基
と
な
り
、
両
者
を
併
わ
せ
た
五
十
二
基
は
室
町
前
期
と
の
比
較
だ
け
で
も
実
に
七
倍
強
に
達
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
数
は
有
銘
品
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
実
際
は
有
銘
品
の
数
倍
は
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
無
銘
品
を
加
え
る
と
、
お
お

よ
そ
で
は
あ
る
が
全
体
で
三
百
～
四
百
基
程
度
の
造
立
が
見
込
ま
れ
、
年
平
均
で
は
三
、
四
苦
程
度
の
造
立
件
数
と
な
る
。

 
た
だ
し
、
こ
う
し
た
造
立
数
の
急
増
は
以
前
よ
り
も
石
塔
自
身
の
規
模
を
縮
小
さ
せ
、
形
式
の
簡
略
・
退
化
現
象
も
一
層
顕
著
と
な
っ

て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
五
輪
塔
の
場
合
は
全
高
が
一
〇
〇
弾
ン
以
下
、
宝
筐
景
況
で
も
全
高
一
二
〇
弾
ン
は
大
部
な
方
で
、
五
輪
塔
と
同

様
全
高
が
七
〇
～
八
○
穆
位
の
も
の
が
多
数
を
占
め
、
中
に
は
全
高
五
〇
弛
ン
以
下
の
一
石
彫
成
型
も
散
見
す
る
。
人
形
各
部
の
変
化
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
て
は
次
の
表
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 
こ
の
表
に
は
室
町
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
若
君
印
塔
の
各
部
計
測
値
を
示
し
て
い
る
が
、
宝
捨
印
塔
は
永
正
・
天

文
年
間
（
一
五
〇
四
～
五
五
）
頃
を
境
に
、
そ
れ
ま
で
の
各
部
別
石
造
り
か
ら
基
礎
と
諸
諸
を
一
石
で
造
る
一
石
彫
成
型
に
変
貌
し
て
い

る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
無
論
そ
の
初
見
は
前
述
の
ご
と
く
龍
豊
寺
に
あ
る
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
銘
で
あ
る
が
、
当
時
は
ま
だ
こ
の
軒

昂
が
流
布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
次
に
こ
の
型
式
が
登
場
す
る
の
は
十
四
年
後
の
永
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
遺
品
は
龍
文

寺
と
菊
川
地
区
の
丸
山
墓
地
に
一
基
ず
つ
存
し
、
紀
年
銘
は
と
も
に
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
と
な
っ
て
い
る
。
双
方
と
も
塔
身
四
面
に

金
剛
界
四
方
仏
種
子
、
基
礎
に
は
被
供
養
者
の
法
名
と
紀
年
を
刻
し
て
い
る
が
調
査
時
に
基
礎
と
塔
身
を
別
々
に
計
測
し
て
い
な
か
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 

の
で
、
表
二
で
は
双
方
と
も
計
測
値
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
一
石
彫
成
型
は
永
正
六
年
以
降
国
文
寺
、
丸
山
墓
地
、
岩
屋
寺
な
ど
で
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
新
型
に
交
ざ
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〈
表
二
〉
 
宝
簾
印
塔
の
各
部
計
測
値

（
単
位
義
ン
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
各
部
名
称
事
 
 
例

基
 
 
礎

塔
 
 
身

摘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要

高
さ

幅

奥
行
き

高
さ

幅

奥
行
き

龍
文
寺
 
 
文
明
＋
七
年
（
一
四
八
五
）
銘

一八

一
八
・
O

一
九
・
O

二
合
型
 
 
塔
身
（
円
相
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）
基
礎
（
欠
）

横
矢
地
蔵
堂
明
応
 
四
年
（
西
九
五
）
銘

柔
，
五

二
九
．
O

二
九
．
O

二
〇
．
五

二
〇
．
五

二
〇
・
五

別
石
生
 
 
三
身
（
円
相
・
銘
）
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
）

龍
豊
寺
 
 
明
応
 
四
年
（
一
四
豊
）
銘

三
・
五

二
四
・
五

二
四
・
五

茜
・
O

一
六
・
O

天
・
O

一
石
彫
成
型
塔
身
（
円
相
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）
基
礎
（
格
狭
間
）

龍
文
寺
 
 
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
銘

西
．
五

天
．
五

天
・
三

別
石
型
 
 
塔
身
（
円
相
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）
基
礎
（
欠
）

龍
文
寺
 
 
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
銘

宍
・
O

三
・
O

三
・
O

別
石
上
 
 
塔
身
（
円
相
内
四
方
向
種
子
・
銘
）
基
礎
（
欠
）

同
 
 
 
永
正
 
六
年
（
蓋
〇
九
）
銘

二
〇
．
O

二
〇
・
O

一
石
彫
成
型
塔
身
（
円
相
内
四
方
向
種
子
）
 
基
礎
（
銘
）

丸
山
墓
地
永
正
六
年
（
藍
〇
九
）
銘

一
石
彫
成
型
塔
身
（
四
方
仏
種
子
）
 
 
 
 
基
礎
（
銘
）

同
 
 
 
永
正
＋
八
年
（
藝
＝
）
銘

三
．
O

一
三
．
O

一
八
．
五

三
・
O

宍
．
O

一五

U

一
石
彫
成
型
塔
身
（
四
方
仏
種
子
）
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
・
銘
）

海
印
寺
 
 
享
禄
二
年
（
一
至
九
）
銘

一五

U
一九

U
一
九
・
O

別
石
型
 
 
塔
身
（
四
方
仏
種
子
・
銘
）
 
 
 
基
礎
（
欠
）

龍
文
寺
 
 
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
銘

蓋
．
O

三
．
O

一
六
・
O

三
石
型
 
 
塔
身
（
欠
）
 
 
 
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
・
銘
）

岩
屋
寺
 
 
天
文
±
年
（
蓋
四
二
）
銘

三
・
O

三
6

三
6

三
6
蓋
・
O

西
6

一
石
彫
成
型
丁
丁
（
四
方
仏
種
子
）
 
 
 
 
基
礎
（
格
十
返
・
銘
）

龍
文
寺
 
 
天
文
＋
四
年
（
一
五
四
五
）
銘

西
．
O

一
五
．
O

西
．
O

三
石
型
 
 
塔
身
（
欠
）
 
 
 
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
・
銘
）

同
 
 
 
天
文
二
＋
四
年
（
三
五
五
）
銘

一七

U
二
9
五

三
・
O

別
石
車
 
 
丁
丁
（
円
相
内
四
方
向
種
子
・
銘
）
基
礎
（
欠
）

岩
屋
寺
 
 
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
銘

蓋
．
O

天
．
O

一七

U
七
・
O

一
三
・
五

三
6

一
石
彫
成
型
塔
身
（
無
刻
）
 
 
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）

同
 
 
 
元
亀
 
四
年
（
蓋
七
三
）
銘

西
・
五

畢
O

一七

U
七
・
五

一三

U
三
・
O

一
石
彫
成
型
塔
身
（
正
面
円
相
）
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）

同
 
 
 
天
正
 
二
年
（
蓋
茜
）
銘

一
七
．
O

一
九
．
O

一
九
・
O

九
．
蕊

西
．
O

西
6

一
石
彫
成
型
塔
身
（
四
方
仏
種
子
）
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
・
銘
）

同
 
 
 
天
正
 
三
年
（
蓋
七
五
）
銘

一
七
・
O

三
・
O

き
・
O

三
・
O

一
八
・
O

一
五
・
O

一
石
彫
成
型
塔
身
（
無
刻
）
 
 
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
闇
主
四
方
仏
種
子
・
銘
）

丸
山
墓
地
天
正
三
年
（
一
看
五
）
銘

一
七
．
五

三
．
O

一
九
．
O

九
．
五

宍
．
五

西
・
五

一
石
彫
成
型
塔
身
（
無
刻
）
 
 
 
 
 
 
 
基
礎
（
格
狭
間
内
四
方
仏
種
子
・
銘
）

六
三
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六
四

っ
て
従
来
か
ら
の
別
石
質
も
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
四
）
頃
ま
で
は
結
構
造
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
龍
副
寺
の
天
文
十
四
年
銘
や

同
二
十
四
年
銘
な
ど
は
旧
型
の
遺
品
で
、
こ
れ
ら
が
一
石
彫
成
の
新
型
と
同
時
代
に
併
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
天
文
年
間
は
ま

さ
に
宝
筐
印
塔
の
新
旧
二
つ
の
形
式
が
入
れ
替
わ
る
転
換
期
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
一
石
彫
成
型
が
ど
の
よ
う
な

必
然
性
の
も
と
に
登
場
し
た
か
は
、
前
掲
の
表
一
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
亀
・
永
正
年
間
の
有
銘
六
基
は
す
べ
て
新

型
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
文
年
間
の
十
二
基
は
こ
れ
ま
で
の
基
数
を
遽
か
に
超
え
た
数
値
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
九
基
も
右
と
同
型
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
天
文
年
間
に
お
け
る
造
立
数
の
飛
躍
的
な
伸
び
、
あ
る
い
は
こ
れ
以
降
も
継
続
し
て
造
立
展
開
さ
れ
る
小
宝
筐
印

塔
量
産
化
の
波
動
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
二
十
五
年
ば
か
り
前
に
登
場
し
た
一
石
彫
成
型
と
無
関
係
で
な
い
ば
か
り
か
、
室
町
時
代
末
期
に
お

け
る
小
池
筐
空
唾
の
大
量
の
造
立
は
、
右
の
新
型
出
現
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
基
礎
と
塔
身

を
一
石
で
彫
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
金
蔓
髄
鞘
を
さ
ら
に
簡
略
・
小
規
模
化
し
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
よ
り
も
生
産
を
容
易
に

し
た
小
事
筐
印
塔
こ
そ
は
、
人
々
の
墓
塔
造
立
へ
の
要
望
に
応
え
る
べ
く
考
案
さ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
塔
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
時

代
的
要
請
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
と
も
評
し
得
る
の
で
あ
る
。

 
ω
一
石
彫
成
型
小
塔
の
内
容
表
現

 
五
輪
塔
の
各
部
を
一
石
で
玉
成
し
た
遺
品
は
、
宝
角
印
塔
の
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
銘
よ
り
も
十
八
年
ば
か
り
前
に
出
現
し
て
い

る
。
菊
川
地
区
岩
屋
寺
に
は
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
と
永
正
八
年
（
一
五
＝
）
銘
の
同
遺
品
が
二
基
存
し
、
全
高
は
各
々
六
五
麹
ン
、

七
五
弛
ン
と
こ
れ
ら
も
ま
た
従
来
の
別
石
造
り
よ
り
は
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
。
こ
の
後
同
地
区
の
丸
山
墓
地
を
は
じ
め
他
地
区
で
も
、
従

来
か
ら
あ
る
五
輪
塔
の
各
部
を
単
に
一
石
に
し
た
も
の
や
地
輪
部
分
を
長
い
方
柱
形
に
し
た
い
わ
ゆ
る
一
石
彫
成
型
の
長
足
五
輪
塔
も
見

ら
れ
、
し
た
が
っ
て
室
町
時
代
後
期
に
は
宝
簾
軽
愚
、
五
輪
塔
と
も
に
形
式
の
簡
略
化
が
進
展
し
、
需
要
の
拡
大
に
対
応
し
て
い
た
こ
と

が
頷
け
る
。
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と
こ
ろ
で
、
小
規
模
化
し
た
一
石
彫
成
型
塔
は
わ
が
国
の
石
造
塔
婆
史
上
に
大
量
生
産
と
い
う
金
字
塔
を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
の
新
型

の
出
現
は
単
に
形
式
面
だ
け
で
な
く
内
容
表
現
に
お
い
て
も
大
き
な
変
革
を
招
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
宝
二
審
塔
は
黒
身
四

面
に
金
剛
界
四
方
仏
種
子
を
円
相
内
に
刻
し
、
銘
は
そ
の
正
面
梵
字
種
子
の
左
右
両
側
に
小
さ
く
細
字
で
記
す
方
法
が
と
ら
れ
、
し
た
が

っ
て
基
礎
の
方
は
格
狭
間
を
線
刻
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
塔
身
と
基
礎
を
一
石
で
彫
成
す
る
新
型
に
な
る
と
、
塔
身
面
の
法
名
や
紀
年

銘
な
ど
が
基
礎
に
移
り
、
塔
身
に
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
金
剛
界
四
方
仏
種
子
や
円
相
を
刻
す
こ
と
に
な
る
が
、
中
に
は
無
量
の
ま
ま
で
あ

っ
た
り
、
四
方
仏
種
子
さ
え
も
基
礎
の
格
狭
間
内
に
刻
ん
だ
事
例
が
出
現
す
る
。
前
掲
表
二
で
い
え
ば
岩
屋
寺
に
あ
る
元
亀
四
年
銘
二
基

と
同
じ
く
天
正
三
年
銘
が
そ
れ
で
、
三
下
と
も
基
礎
正
面
に
梵
字
種
子
の
ウ
ー
ン
を
刻
し
、
そ
の
左
右
両
側
に
被
供
養
者
と
紀
年
を
記
す

な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
見
慣
れ
て
き
た
遺
品
と
は
随
分
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

 
宝
景
印
塔
は
基
礎
、
古
身
、
笠
、
相
輪
の
各
部
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
は
じ
め
て
石
塔
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
が
墓
塔
へ
の

転
用
に
よ
っ
て
塔
形
全
体
の
小
規
模
化
と
こ
れ
に
伴
う
形
式
面
で
の
衰
微
・
簡
略
化
を
招
来
し
、
室
町
末
期
に
は
こ
う
し
た
退
化
現
象
に

加
え
て
遂
に
は
塔
身
と
基
礎
を
一
石
で
彫
成
す
る
新
型
を
発
生
さ
せ
、
こ
の
基
礎
面
に
被
供
養
者
の
法
名
や
紀
年
、
さ
ら
に
は
金
剛
界
四

方
仏
種
子
ま
で
刻
す
と
い
う
形
式
お
よ
び
内
容
上
の
一
大
変
革
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
変
化
は
ひ
と
り
含
蓄
賊
子
に

限
ら
ず
五
輪
塔
や
板
碑
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
本
稿
で
も
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
で
、
日
本
の
各
石
塔
は
墓
塔
へ
の
転
用
に
よ
っ
て
そ

れ
ま
で
に
は
経
験
し
得
な
か
っ
た
大
き
な
変
身
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
も
あ
れ
徳
山
地
方
の
宝
筐
鴻
業
や
五
輪
塔
に

限
っ
て
い
え
ば
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
墓
塔
と
し
て
微
か
に
命
脈
を
保
っ
て
き
た
も
の
が
、
一
石
彫
成
品
の
出
現
と
流
布
に
よ
っ

て
そ
の
役
割
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
、
量
産
化
の
時
代
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
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六
六

さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
前
代
以
来
の
墓
詣
に
繋
が
る
と
し
た
ら
被
供
養
者
や
造
立
者
は
誰
で
あ
る
か
、
な
ど
の
内
容
面
の
検
討
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
代
に
造
立
さ
れ
た
遺
品
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
表
現
に
注
意
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
と
、
五
輪
塔
の

場
合
は
ま
ず
菊
川
地
区
岩
屋
寺
に
あ
る
永
正
八
年
（
一
五
＝
）
銘
が
目
を
惹
く
。
こ
の
遺
品
は
既
述
の
ご
と
く
一
石
造
り
の
長
足
五
輪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

塔
で
、
そ
の
長
足
の
地
輪
部
分
に
「
勢
遍
／
逆
修
百
重
／
永
正
八
粋
二
月
七
日
」
と
刻
ん
で
い
る
。
勢
遍
は
岩
屋
寺
の
古
記
録
に
記
さ

れ
た
歴
代
住
職
中
に
は
見
え
な
い
が
、
法
名
か
ら
し
て
こ
の
寺
に
関
係
し
た
僧
侶
で
あ
り
、
右
の
五
輪
塔
は
彼
の
逆
修
供
養
の
た
め
に
造

立
さ
れ
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
同
業
に
彼
の
名
前
を
記
し
た
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
銘
の
一
重
塔
が
あ
り
、
こ
れ
に

は
基
礎
面
に
「
勢
遍
尊
霊
位
／
永
正
十
三
年
柄
二
月
八
日
」
と
刻
ん
で
い
る
か
ら
、
勢
望
は
右
の
五
輪
塔
造
立
後
に
死
亡
し
た
た
め
今
度

は
一
重
塔
を
墓
塔
と
し
て
造
っ
た
の
で
あ
る
。
造
立
者
は
無
論
岩
屋
寺
の
住
僧
で
あ
ろ
う
。
岩
屋
寺
に
は
右
の
永
正
八
年
銘
の
ほ
か
同
十

八
年
間
一
五
二
一
）
・
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
銘
の
五
輪
塔
二
基
も
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
沈
丁
に
各
々
「
道
心
」
「
阿
闊
梨
聖
椿
」
な

ど
と
記
し
て
お
り
、
右
の
場
合
と
同
様
、
こ
れ
ら
も
同
寺
に
関
係
し
た
僧
侶
の
逆
修
塔
や
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
菊
川
地
区
で
は
天
正
年
間
に
な
る
と
七
基
の
有
銘
五
輪
塔
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
（
前
掲
表
一
参
照
）
、
そ
の
う
ち
六
界
は
小
畑

の
小
跨
下
共
同
墓
地
に
六
地
蔵
と
し
て
造
立
し
た
も
の
で
、
長
足
と
な
っ
た
地
髪
に
は
正
面
に
地
蔵
立
像
を
蓮
座
上
に
干
肉
彫
り
し
て
い

る
。
六
地
蔵
の
造
立
も
故
人
の
追
善
と
関
り
を
有
す
る
か
ら
、
右
の
五
輪
塔
を
こ
の
期
に
隆
盛
し
た
里
馬
の
範
疇
に
含
め
て
も
よ
い
が
、

造
立
の
直
接
の
動
機
は
六
地
蔵
信
仰
に
あ
り
、
か
か
る
信
仰
の
産
物
と
し
て
も
五
輪
塔
が
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
怠
っ
て
は
な

ら
な
い
。

 
次
に
、
造
立
の
最
も
盛
ん
な
宝
古
製
塔
に
目
を
向
け
る
と
、
前
代
以
来
の
基
礎
と
厚
身
の
別
石
造
り
で
は
菊
川
地
区
海
印
寺
に
あ
る

享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
銘
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
塔
身
正
面
に
金
剛
界
四
方
仏
種
子
の
タ
ラ
ー
ク
を
挾
ん
で
、
「
春
翁
透
初
／
享
禄

 
そ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

二
六
月
十
二
圓
」
と
刻
ん
で
い
る
。
刻
銘
の
春
翁
着
初
は
陶
興
昌
の
法
名
「
信
衣
院
春
翁
透
初
大
禅
定
門
」
（
陶
氏
系
図
）
と
一
致
す
る

か
ら
、
こ
の
宝
筐
印
塔
は
興
昌
の
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
陶
氏
系
図
に
よ
る
と
興
昌
は
陶
氏
八
代
興
房
の
長
男
で
、
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享
禄
二
年
四
月
二
十
三
日
に
当
時
二
十
五
歳
（
一
説
に
は
二
十
三
歳
）
で
死
去
し
た
た
め
に
急
遽
弟
の
隆
房
（
の
ち
の
晴
賢
）
が
陶
氏
嫡

家
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
系
図
に
あ
る
興
昌
の
死
亡
日
と
石
塔
の
紀
年
銘
が
異
な
る
の
は
、
そ
の
間
の
日
数
が
ち
ょ
う
ど
四
十

九
日
あ
り
、
石
塔
の
方
は
興
昌
が
死
亡
し
た
日
か
ら
数
え
て
七
七
日
（
な
な
な
ぬ
か
）
の
中
陰
に
造
立
し
た
と
考
え
れ
ば
疑
問
は
解
消
す

る
。
ま
た
、
長
穂
地
区
龍
文
寺
に
存
す
る
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
銘
は
右
の
海
印
寺
塔
よ
り
遅
れ
る
こ
と
二
十
六
年
、
い
よ
い
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室
町
時
代
末
期
の
造
立
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
塔
身
正
面
に
円
相
内
の
ウ
ー
ン
を
澄
ん
で
「
客
室
永
喜
大
姉
／
天
文
廿
四
年
七
月
十
八
」

 
 
 
 
 
ハ
け
 

と
刻
ん
で
い
る
。
大
文
寺
は
前
述
の
ご
と
く
陶
氏
菩
提
所
と
し
て
五
代
盛
政
が
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
に
建
立
し
た
古
刹
で
あ
り
、
同

母
墓
地
に
林
立
す
る
石
塔
類
は
陶
氏
一
族
あ
る
い
は
そ
の
係
累
の
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
右
の
刻
銘
に
あ
る
法
名
も
陶
氏
系
図

中
の
人
物
で
、
影
面
房
の
妻
右
田
氏
そ
の
ひ
と
で
あ
り
、
実
は
前
述
の
興
昌
の
生
母
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
同
系
図
に
よ
る
と
彼
女
は

刻
銘
と
同
じ
日
の
天
文
二
十
四
年
七
月
十
八
日
に
死
亡
し
て
い
る
か
ら
、
下
文
寺
に
現
存
す
る
宝
筐
印
塔
は
こ
の
死
亡
日
を
刻
ん
だ
も
の

と
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
最
初
か
ら
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。

 
海
印
寺
と
龍
文
寺
に
あ
る
陶
氏
関
係
の
墓
塔
を
二
例
紹
介
し
た
が
、
乱
文
寺
お
よ
び
岩
屋
寺
な
ど
の
古
刹
で
は
寺
宝
筐
印
塔
が
住
僧
の

墓
塔
と
し
て
も
多
く
造
立
さ
れ
て
い
る
。
龍
文
寺
で
は
歴
代
住
職
の
た
め
に
造
立
さ
れ
た
無
縫
塔
が
同
量
東
側
の
林
中
に
場
所
を
占
め
、

ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
は
反
対
の
西
側
一
隅
に
現
存
す
る
五
十
産
量
の
小
善
簾
印
立
中
に
は
、
「
聖
延
侍
者
」
「
正
祖
蔵
主
」
「
春
賀
侍
者
」
「
良

澄
侍
者
」
な
ど
と
記
し
た
も
の
が
存
す
る
。
ま
た
、
岩
屋
寺
の
方
は
「
権
大
僧
都
宥
雅
」
「
為
書
大
僧
都
良
故
」
「
法
印
尊
悟
」
な
ど
と
刻

し
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
明
ら
か
に
岩
屋
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
り
す
る
人
物
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
の
当
時
の
小
網
筐
印
塔
や
小
五
輪
塔
は

こ
と
に
真
言
宗
の
僧
侶
の
墓
塔
と
し
て
好
ん
で
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
遺
品
の
出
土
地
を

追
跡
す
る
と
ま
ず
古
刹
や
そ
の
旧
跡
な
ど
が
浮
上
し
て
く
る
が
、
そ
の
中
に
は
例
え
ば
中
央
部
地
区
興
元
寺
の
天
正
十
四
年
（
一
五
八

六
）
銘
の
よ
う
に
「
照
屋
宗
明
禅
定
門
」
と
記
し
た
り
、
真
金
地
区
観
音
寺
の
同
十
九
年
（
一
五
九
一
）
銘
の
ご
と
く
「
奉
瀬
野
為
禅
定

門
」
と
刻
ん
だ
も
の
が
存
す
る
。
俗
名
を
特
定
し
得
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
法
名
か
ら
し
て
僧
侶
以
外
の
人
物
で
あ

六
七
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六
八

り
、
在
地
勢
力
と
し
て
地
域
に
密
着
し
た
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
そ
の
例
証
と
し
て
右
の
興
元
寺
に
あ
る
無
紀
年
銘
の
宝

強
豪
塔
を
掲
げ
る
と
、
こ
れ
に
は
基
礎
正
面
の
格
狭
間
内
に
「
興
仲
」
と
あ
っ
て
、
野
上
（
旧
徳
山
）
地
方
の
領
主
で
あ
っ
た
杉
元
相
の

法
名
「
二
元
寺
殿
興
仲
出
家
大
居
士
」
の
一
部
が
記
さ
れ
て
い
る
。
元
相
は
身
元
寺
の
開
基
で
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
正
月
二
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

日
に
六
十
四
歳
で
没
し
て
お
り
、
右
の
宝
筐
印
塔
は
ち
ょ
う
ど
時
代
的
に
も
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く
彼
の
正
信
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
在
地
の
土
豪
層
が
宝
筐
石
塔
を
造
塔
と
し
て
造
立
す
る
確
証
も
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
次
の

文
禄
・
慶
長
年
間
（
一
五
九
二
～
一
六
一
四
）
に
入
る
と
、
「
花
心
童
子
」
（
向
道
止
区
興
禅
寺
跡
慶
長
二
年
銘
）
や
寺
院
以
外
の
地
域
か

ら
も
「
松
岩
良
永
」
（
同
地
区
瀬
戸
兼
墓
地
慶
長
四
年
目
）
、
「
花
岳
妙
葵
」
（
同
上
）
な
ど
の
法
名
を
刻
ん
だ
小
宝
筐
印
塔
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
造
立
の
分
布
圏
が
拡
大
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
造
立
者
の
階
層
に
も
次
第
に
広
が
り
が
現
わ
れ
る
の
は

蓋
し
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
 
墓
塔
の
普
及
と
意
味

 
8
地
理
的
分
布
の
様
相

 
室
町
時
代
後
期
に
造
立
数
を
増
し
て
く
る
小
宝
遠
島
塔
や
小
五
輪
塔
の
内
容
を
検
討
し
た
上
で
、
再
び
前
掲
の
額
皿
に
戻
り
、
こ
れ
ら

石
塔
類
の
地
理
的
分
布
を
顧
み
な
が
ら
、
そ
の
意
味
や
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
表
一
に
よ
っ
て
地
域
的
分
布
の
様

子
を
一
瞥
す
る
と
、
徳
山
市
内
十
四
地
区
の
中
で
、
室
町
時
代
前
期
に
小
蒲
筐
印
塔
や
小
五
輪
塔
が
造
立
さ
れ
て
い
る
の
は
夜
市
、
菊

川
、
向
道
、
長
穂
の
四
地
区
で
あ
り
、
こ
の
分
布
域
は
室
町
後
期
の
文
亀
・
永
正
年
間
（
一
五
〇
一
～
二
〇
）
に
夜
市
と
須
々
万
が
入
れ

替
わ
る
だ
け
で
、
基
本
的
に
は
元
亀
年
間
（
一
五
七
〇
～
七
三
）
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
室
町
時
代
の
有
銘
小

宝
千
丈
塔
や
小
五
輪
塔
は
夜
市
、
菊
川
、
向
道
、
長
穂
、
須
道
面
の
五
地
区
に
し
か
出
現
し
て
お
ら
ず
、
天
正
年
間
に
入
っ
て
よ
う
や
く
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分
布
園
が
拡
大
し
、
右
の
地
域
以
外
の
評
言
、
中
央
部
地
区
に
も
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
中
で
も
菊
川
と
長
穂
の
両
地
区

は
別
格
で
、
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
六
）
以
降
天
正
頃
ま
で
遺
品
が
間
断
な
く
継
続
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
た
だ
し
、
右
の
事
例
は
紀
年
銘
を
有
す
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
既
述
の
ご
と
く
無
銘
遺
品
も
こ
れ
の
お
よ
そ
数
倍
は
現
存
し
て
い

る
か
ら
、
地
域
的
分
布
に
言
及
す
る
際
は
当
然
こ
れ
ら
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
無
紀
年
銘
の
た
め
有
銘
品
の
よ
う
に
造
立
年
次
を

確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
造
立
時
期
を
室
町
中
期
頃
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
お
よ
そ
百
年
間
に
幅
を
広
げ
る
と
、
無
銘
の
も
の
で
も

史
料
的
価
値
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
ま
ず
地
域
的
分
布
の
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
れ
ら
無
銘
遺
品
の
地
区
ご
と
の
所
在
地
を
掲
げ
る
こ

と
に
す
る
が
、
宝
筐
印
書
・
五
輪
塔
と
も
に
各
部
は
分
散
し
て
お
り
、
現
存
の
正
確
な
基
数
は
把
握
し
難
い
。
調
査
箇
所
に
よ
っ
て
は
無

銘
品
で
も
現
存
の
基
数
を
記
録
で
き
て
も
全
体
的
に
は
統
一
性
を
欠
く
の
で
、
こ
こ
で
は
所
在
地
だ
け
に
止
め
基
数
は
思
い
切
っ
て
省
略

 
 
 
 
 
 
ハ
あ
 

す
る
こ
と
に
し
た
。

 
無
銘
小
五
輪
塔
・
小
宝
筐
印
塔
の
分
布

湯
野
地
区
一
古
屋
共
同
墓
地
・
大
明
間
・
吉
原
・
中
村
・
大
領
寺

戸
田
地
区
一
丸
山
共
同
墓
地
・
瑞
龍
寺
・
菅
原
薬
師
堂
・
下
四
郎
谷
・
西
津
木

夜
市
地
区
一
貝
籠
・
丸
山
墓
地
・
片
山
個
人
墓
地
・
宮
ノ
尾
個
人
墓
地
・
普
春
寺
・
光
明
寺
個
人
墓
地

菊
川
地
区
 
 
小
庄
下
土
ハ
同
墓
地
・
松
本
旧
墓
地
・
広
谷
共
同
墓
地
・
花
河
原
旧
墓
地
・
宗
寿
院
跡
・
下
井
谷
個
人
墓
地
・
四
熊
下

 
 
 
 
 
 
山
・
中
野
・
中
野
せ
り
原
・
海
印
寺
・
横
矢
地
蔵
堂
・
安
岡
様
・
下
上
上
野
・
岩
屋
寺
・
丸
山
墓
地
・
内
谷
個
人
墓

 
 
 
 
 
 
地
・
保
安
寺
・
保
安
寺
旧
跡
・
上
村
東
南
野
陰
地
・
満
願
寺
跡
・
謡
曲
個
人
墓
地

向
道
地
区
-
半
者
寺
・
興
禅
寺
跡
・
畑
個
人
墓
地
・
瀬
戸
兼
共
同
墓
地
・
西
方
寺
・
門
前
旧
墓
地
・
大
向
下
山
・
横
瀬
旧
墓
地

長
穂
地
区
-
龍
文
寺
・
長
穂
市
・
下
莇
沢

六
九
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須
々
万
地
区
i
宝
珠
寺
・
東
和
奈
古
・
下
角
・
唐
櫃

中
須
地
区
-
中
須
北
一
の
谷

須
金
地
区
-
蓮
華
寺
・
観
音
寺
・
後
谷
・
下
粟
谷
・
兼
田
・
小
田
原
・
三
光
寺
・
大
谷

久
米
地
区
-
老
郷
地
個
人
墓
地

櫛
浜
地
区
-
雲
根
園
・
経
塚
墓
地

鼓
南
地
区
 
 
大
原
・
大
楠

大
津
島
地
区
一
（
無
）

中
央
部
地
区
-
清
水
町
・
興
元
寺
・
福
田
寺
・
大
迫
田
市
営
墓
地
・
同
本
正
寺
墓
地

七
〇

 
徳
山
市
内
十
四
地
区
中
、
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い
の
は
大
津
島
地
区
だ
け
で
、
こ
れ
を
除
く
他
の
十
三
地
区
で
は
全
て
小
五
輪
塔
、
小

宝
筐
印
塔
の
遺
存
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
数
は
前
述
の
よ
う
に
有
銘
品
の
数
倍
、
実
数
で
い
う
と
三
百
五
十
基
程
度
は
存
す
る
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
た
だ
、
実
際
に
現
地
へ
踏
み
込
ん
だ
印
象
で
は
無
銘
と
は
い
え
そ
の
大
部
分
は
天
正
年
間
以
降
の
造
立
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ

れ
以
前
の
遺
品
と
な
る
と
当
然
少
数
と
は
な
る
が
、
し
か
し
そ
の
遺
存
数
や
分
布
圏
の
広
範
さ
か
ら
し
て
前
掲
の
表
一
を
時
間
的
に
も
空

間
的
に
も
超
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
室
町
時
代
、
特
に
そ
の
後
期
か
ら
江
戸
前
豊
頃
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
小
塔
類
は
、
わ

れ
わ
れ
の
予
想
を
遙
か
に
超
え
る
勢
で
分
布
圏
を
拡
大
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
ま
ず
確
認
し
た
上
で
、
次
は
各
地
域
の
発
見
箇
所

や
採
録
件
数
な
ど
に
よ
る
分
布
の
内
容
お
よ
び
濃
淡
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
視
点
か
ら
再
び
地
域
的
分
布
の
様
相
に
つ

い
て
言
及
す
る
と
、
市
内
十
四
地
区
の
中
で
も
菊
川
地
区
が
俄
然
他
を
圧
し
て
お
り
、
こ
れ
に
向
道
・
須
金
・
夜
市
な
ど
の
順
で
続
い
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
順
序
は
前
述
の
有
銘
品
を
対
象
に
作
成
し
た
表
一
の
結
果
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
重
複
し
な
い
の
は
長
穂
地
区

だ
け
で
あ
る
。
長
穂
地
区
の
場
合
は
古
刹
龍
文
寺
の
一
箇
所
に
石
塔
類
が
集
中
し
て
い
る
た
め
発
見
基
数
の
割
に
は
地
域
的
分
布
の
幅
が
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狭
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
特
殊
な
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
発
見
基
数
の
上
で
多
数
を
占
め
る
無
銘
品
を
吟
味
に
加

え
た
と
し
て
も
、
前
述
の
表
一
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
は
揺
ら
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
復
唱
す
る
と
、
室
町
時
代
に
在
地
の

土
着
勢
力
や
僧
侶
の
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
小
五
輪
塔
や
小
産
筐
石
塔
は
、
徳
山
市
の
場
合
ま
ず
夜
市
・
菊
川
・
長
穂
・
向
道
地
区
に

初
見
し
、
こ
れ
が
天
文
年
間
頃
か
ら
急
に
造
立
数
を
増
す
と
同
時
に
地
理
的
な
分
布
圏
を
拡
大
し
、
天
正
年
間
に
は
山
陽
道
沿
い
の
中
央

部
地
区
だ
け
で
な
く
市
内
奥
地
の
山
間
部
に
位
置
す
る
悪
金
地
区
に
ま
で
そ
の
波
動
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
。
さ
ら
に
右
の
地
理
的
区

分
の
中
で
も
菊
川
・
長
穂
の
両
地
区
は
文
明
年
間
（
一
四
六
九
～
八
七
）
に
初
見
し
て
以
来
各
年
次
に
亙
っ
て
継
続
し
た
造
立
が
な
さ

れ
、
全
体
の
造
立
数
だ
け
で
な
く
年
次
的
・
地
理
的
分
布
の
面
で
も
他
を
圧
倒
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
口
分
布
の
歴
史
的
背
景

 
と
も
あ
れ
、
表
一
に
示
し
た
菊
川
地
区
の
二
十
六
基
に
長
穂
十
八
基
、
向
道
八
基
を
加
え
る
と
合
計
で
五
十
二
基
と
な
り
、
天
正
年
間

以
前
に
お
け
る
有
銘
品
全
体
の
実
に
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
れ
ら
三
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。
小
五
輪
塔
や
小
憩
簾
石
塔
が
在
地
勢
力
や

そ
の
係
累
、
有
力
寺
院
の
僧
侶
な
ど
の
石
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
て
右
の
数
値
に
思
慮
を
め
ぐ
ら
す
と
、
菊
川
を
は

じ
め
三
地
区
は
徳
山
市
内
で
も
歴
史
的
に
古
く
、
か
つ
様
々
の
因
縁
や
由
緒
の
あ
る
地
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、

菊
川
・
長
穂
地
区
は
旧
富
田
保
の
領
域
で
あ
り
、
大
内
氏
重
臣
の
陶
氏
が
永
く
本
拠
と
し
た
所
で
あ
る
。
陶
氏
が
富
田
保
に
入
部
し
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

は
南
北
朝
時
代
の
正
平
六
年
（
＝
二
五
一
）
頃
と
推
定
さ
れ
、
陶
氏
は
二
代
定
盤
か
ら
九
代
晴
賢
ま
で
お
よ
そ
二
百
年
間
も
こ
の
地
に
君

 
 
 
 
 
お
 

督
し
て
い
る
。
富
田
保
の
領
域
は
旧
富
田
町
（
新
南
陽
市
）
か
ら
旧
加
見
村
お
よ
び
富
岡
村
（
と
も
に
徳
山
市
菊
川
地
区
）
、
そ
れ
に
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穂
村
（
同
長
穂
地
区
）
に
及
ぶ
地
域
で
、
陶
氏
は
そ
の
中
心
地
雪
面
岡
村
の
下
上
字
武
井
に
居
館
を
構
え
て
領
内
の
支
配
を
貫
徹
し
、
大

内
氏
家
臣
団
に
お
い
て
は
代
々
周
防
国
守
護
代
を
世
襲
す
る
な
ど
筆
頭
的
立
場
に
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
勢
力
は
本
拠
地
の
富
田
保
周
辺

は
も
ち
ろ
ん
、
佐
波
郡
得
地
や
熊
毛
郡
小
周
防
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
五
代
盛
政
が
永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
に
自
家
の
香
花
所
と

七
一
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七
二

し
て
長
穂
に
龍
遠
寺
を
創
建
し
て
以
来
、
陶
石
に
よ
る
寺
院
の
開
創
が
相
次
ぎ
徳
山
市
内
だ
け
で
も
菊
川
地
区
保
安
寺
（
六
代
弘
房
室
仁

保
氏
開
基
）
、
向
道
地
区
龍
豊
寺
（
七
代
弘
護
室
益
田
氏
開
基
）
な
ど
は
有
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
重
文
寺
や
龍
豊
寺
に
陶
氏
お
よ
び

一
族
の
墓
塔
が
存
す
る
の
は
当
然
で
、
こ
れ
ら
が
両
地
域
の
出
土
件
数
を
引
き
上
げ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
、
富
田
保
周
辺
に
は
野
上
庄
（
徳
山
市
中
央
部
地
区
）
の
野
上
氏
を
は
じ
め
都
濃
郷
の
須
々
万
（
同
須
々
万
地
区
）
、
中
須
（
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
須
地
区
）
付
近
に
は
山
崎
氏
や
勝
屋
氏
、
奥
地
の
須
金
（
同
謹
話
地
区
）
に
は
鶴
岡
、
有
吉
、
藤
井
な
ど
の
旧
族
が
蠕
憂
し
て
い
る
。

右
の
為
書
の
例
証
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
各
地
区
か
ら
出
土
し
て
い
る
有
銘
無
銘
の
小
塔
類
は
彼
ら
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
個
別
的
に
は
未
だ
両
者
の
関
係
を
立
証
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

 
最
後
に
、
徳
山
市
中
心
地
の
中
央
部
地
区
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
同
地
区
の
大
半
は
旧
野
上
雨
域
に
相
当
し
、
領
主
は
大
内
氏
家

臣
の
野
上
氏
で
あ
る
。
野
上
氏
は
陶
氏
が
周
防
国
守
護
代
に
あ
る
と
き
は
そ
の
下
で
小
守
護
代
を
務
め
、
厳
島
合
戦
直
後
の
弘
治
三
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

（
一
五
五
七
）
に
は
陶
器
と
と
も
に
滅
亡
す
る
な
ど
、
そ
の
概
略
は
文
献
の
上
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
野
上
氏
関
係
の
石
造
遺
品

が
領
内
ば
か
り
か
そ
の
周
辺
か
ら
も
未
発
見
で
あ
る
。
因
み
に
中
央
部
地
区
で
は
天
正
年
間
の
有
銘
宝
踏
面
塔
が
蔦
元
寺
に
二
基
存
す
る

だ
け
で
、
無
銘
品
で
も
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
の
は
清
水
町
の
長
足
五
輪
塔
と
下
一
の
井
手
の
笠
塔
婆
が
各
一
基
ず
つ
録
さ
れ

る
程
度
で
あ
る
。
野
上
氏
の
野
上
庄
領
有
は
陶
氏
の
富
田
保
入
部
と
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
期
間
は
お
よ
そ
二
百
年
間
に
も

及
ぶ
が
、
今
回
の
社
寺
文
化
財
調
査
で
は
そ
の
存
在
を
立
証
す
る
石
片
さ
え
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
は
面
詰
の
場
合
と
著
し
い
対

照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
野
上
氏
滅
亡
後
野
上
庄
に
は
杉
氏
が
新
領
主
と
し
て
入
部
し
、
杉
元
相
、

元
宣
二
代
に
よ
る
治
世
を
経
て
江
戸
時
代
に
は
徳
山
毛
利
藩
の
開
設
を
み
る
と
い
う
、
野
上
庄
に
お
け
る
二
度
の
政
治
的
転
換
と
そ
れ
に

伴
う
治
政
の
展
開
が
指
摘
さ
れ
る
。
弘
治
三
年
、
野
上
忠
房
は
陶
氏
に
殉
じ
て
切
腹
し
こ
れ
に
よ
っ
て
同
家
も
滅
亡
し
た
が
、
杉
元
相
は

敵
方
の
毛
利
元
就
に
内
応
し
て
自
家
の
社
稜
を
守
り
、
旧
領
の
佐
波
郡
大
崎
・
植
松
に
加
え
て
都
濃
郡
野
上
庄
を
も
領
有
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
至
幸
は
野
上
庄
へ
入
部
す
る
と
間
も
な
く
居
館
を
金
剛
山
歪
曲
に
構
え
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
に
は
一
の
井
手
に
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興
元
寺
を
建
立
し
菩
提
所
と
し
た
が
、
子
の
元
宣
は
同
十
七
年
頃
一
五
八
九
）
に
突
然
非
業
の
死
を
遂
げ
た
た
め
に
治
世
僅
か
に
三
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

年
で
杉
氏
の
時
代
は
終
了
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
後
江
戸
時
代
の
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
創
設
さ
れ
た
徳
山
毛
利
藩
の
場
合
は
明
治

維
新
ま
で
の
二
百
五
十
年
余
も
続
く
長
期
政
権
で
あ
っ
て
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
は
そ
れ
ま
で
の
野
上
を
徳
山
と
改
称
し
た
だ
ち

に
本
格
的
な
城
下
町
の
建
設
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
中
世
以
来
の
石
塔
類
も
当
然
破
壊
・
浬
滅
等
の
被
害
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
敷
術
す
れ
ば
、
藩
制
時
代
の
城
下
町
は
明
治
以
降
も
近
代
都
市
徳
山
の
中
心
地
と
し
て
引
き

継
が
れ
、
度
々
の
都
市
計
画
や
開
発
工
事
等
の
洗
礼
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
古
文
化
遺
品
の
消
滅
を
招
い
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

 
と
も
あ
れ
、
徳
山
市
内
で
も
中
央
部
地
区
の
場
合
は
そ
の
後
の
特
殊
な
歴
史
的
展
開
の
た
め
に
文
化
財
保
存
の
面
で
も
他
と
は
異
な
っ

た
結
果
を
招
来
し
て
い
る
と
総
括
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
中
央
部
地
区
以
外
の
都
市
化
が
緩
慢
な
地
域
で
は
古
遺
品
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ

れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
実
情
は
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
例
を
掲
げ
る
と
、
長
穂
地
区
龍
馬
寺
の
文
献
に
記

さ
れ
た
陶
氏
歴
代
の
墓
塔
が
こ
の
度
の
調
査
で
は
そ
の
主
要
部
分
が
発
見
で
き
な
い
と
い
う
不
可
解
さ
も
存
す
る
。
す
な
わ
ち
享
保
十
年

（
一
七
二
五
）
頃
に
編
纂
さ
れ
た
『
寺
社
証
文
』
に
よ
る
と
、
龍
青
藍
の
項
に
は
宮
盛
政
と
同
室
、
弘
房
と
同
室
、
弘
護
と
同
室
、
興
房

と
同
室
、
晴
賢
、
興
昌
、
長
房
な
ど
陶
氏
関
係
十
四
名
の
法
名
と
没
年
月
日
を
記
し
、
「
位
牌
石
塔
有
之
」
と
人
名
の
右
肩
に
注
記
し
て

 
 
 
 い

る
。
ま
た
江
戸
時
代
後
期
の
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
頃
に
地
元
庄
屋
が
萩
藩
に
詠
進
し
た
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
も
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 

 
 
一
古
癖
曲
事
、
五
輪
塔
九
拾
六
墳
、
龍
文
寺
本
堂
後
西
之
門
、
陶
五
郎
同
末
葉
井
家
臣
之
墓
、
尤
文
字
貸
出
分
明
性
名
不
詳
候

 
 
ゑ
 

と
あ
り
、
龍
文
意
に
は
右
に
見
え
る
星
宿
関
係
の
墓
塔
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
頃
ま
で
は
実
際
に
存
し
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
昭
和
五
十
四
年
に
始
ま
る
こ
の
度
の
社
寺
文
化
財
調
査
で
は
、
五
輪
塔
・
宝
筐
長
点
な
ど
が
無
銘
の
も
の
を
含
め
て
も

六
十
基
程
度
し
か
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
記
録
よ
り
三
十
基
以
上
も
不
足
し
て
い
る
。
中
で
も
陶
暴
政
以
下
の
陶
工
嫡
流
に

連
な
る
人
物
の
墓
塔
が
行
方
不
明
で
、
同
地
に
現
存
す
る
の
は
八
代
興
房
室
の
「
歓
室
面
面
大
姉
」
銘
一
基
だ
け
と
い
う
意
外
な
結
果
で

あ
る
。
龍
文
旦
は
周
知
の
よ
う
に
徳
山
市
中
心
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
長
穂
地
区
の
山
中
に
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
寺
域
内
は
徳
山
市
街

七
三
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七
四

地
の
よ
う
に
都
市
化
の
影
響
を
受
け
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
寺
側
の
説
明
で
は
本
堂
よ
り
北
東
に
二
百
層
ば
か
り
離
れ
た
現
在
は
ゴ

ル
フ
場
の
一
隅
と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
古
墓
地
が
旧
在
し
、
こ
こ
か
ら
も
石
塔
を
移
転
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
仮
に
右
の
古
墓
地
に
平
政

以
下
の
墓
塔
が
存
し
た
と
し
て
も
移
転
の
際
こ
れ
ら
を
見
落
す
は
ず
は
な
く
、
結
局
は
戯
文
寺
融
雪
の
陶
氏
墓
塔
の
主
な
も
の
は
他
の
事

情
で
意
図
的
に
浬
滅
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
の
陶
晴
賢
の
謀
反
に
よ
る
主
君
大
内
義
隆

の
自
殺
、
そ
の
四
年
後
の
厳
島
合
戦
に
お
け
る
前
賢
の
惨
敗
と
毛
利
氏
の
防
長
支
配
な
ど
を
顧
み
れ
ば
、
後
世
の
陶
氏
に
対
す
る
評
価
が

相
当
厳
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
述
の
陶
氏
墓
塔
の
灌
滅
も
か
か
る
後
世
の
歴
史
意
識
と
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
な
り
に

首
肯
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
を
特
定
し
、
さ
ら
に
前
後
の
歴
史
的
事
情
な
ど
を
詮
索
す
る
こ
と
は
本
稿
の
主
旨
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
他
の
機
会
に
防
長
の
歴
史
教
育
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

む
す
び

 
室
町
時
代
中
期
頃
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
小
五
輪
塔
や
小
言
筐
印
塔
は
、
形
式
的
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
が

と
も
か
く
造
立
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
し
た
が
っ
て
日
本
の
各
地
に
普
遍
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
一
方
で
は
そ
の
多
く
が
無
銘
で
あ
る
た
め
、
造
立
目
的
や
造
立
者
、
被
供
養
者
な
ど
を
特
定
で
き
な
い
と
い
う
欠
点
を
有
す
る
こ
と
も

事
実
で
、
歴
史
考
古
学
の
史
料
と
し
て
は
い
ま
ひ
と
つ
日
の
目
を
見
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
度
の
徳
山
市

社
寺
文
化
財
調
査
の
よ
う
に
長
期
間
歳
月
を
か
け
て
現
地
悉
皆
調
査
を
実
施
す
る
と
、
単
に
採
録
件
数
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ

の
中
の
有
銘
品
だ
け
を
選
ん
で
も
相
当
数
に
の
ぼ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
形
式
や
表
現
内
容
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
立
の
意

味
を
理
解
し
、
そ
の
成
果
を
無
銘
品
に
対
し
て
も
波
及
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
室
町
時
代
に
造
立
さ

れ
た
小
函
嶺
印
塔
に
も
、
基
礎
と
重
重
が
別
々
に
な
っ
た
別
石
造
り
と
双
方
が
一
石
で
造
ら
れ
た
一
石
彫
成
型
の
二
種
類
が
存
す
る
。
従
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来
か
ら
あ
る
の
は
前
者
で
こ
れ
に
途
中
か
ら
加
わ
っ
た
の
が
後
者
の
新
型
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
室
町
時
代
後
期
の
永
正
・
天
文
年
間

（
一
五
〇
四
～
五
五
）
頃
と
推
定
さ
れ
、
以
後
こ
の
新
型
に
よ
る
遺
品
が
数
を
増
大
し
小
宝
筐
印
塔
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
形
式
上
の
簡
略
化
に
伴
い
内
容
表
現
も
そ
の
主
体
が
二
身
か
ら
基
礎
に
移
り
、
故
人
の
法
名
や
紀
年
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
本
来
は
塔
身
に
顕
刻
さ
れ
る
べ
き
金
剛
界
四
方
蔵
種
子
ま
で
基
礎
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
有
銘
品

の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
形
式
・
内
容
面
の
変
遷
と
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
当
然
な
が
ら
無
銘
品
に
対
し
て
も
造
立
年
代
な
ど

を
推
定
す
る
基
準
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
有
銘
品
の
恐
ら
く
は
七
、
八
倍
は
現
存
す
る
と
思
わ
れ
る
無
銘
品
も
、
か
か
る
学

問
的
な
分
析
と
手
順
に
よ
っ
て
初
め
て
息
を
吹
き
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
は
山
口
県
徳
山
市
と
い
う
限
ら
れ
た
地
域
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
が
全
国
ど
こ
で
も
普

遍
し
て
妥
当
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
歴
史
や
民
俗
現
象
は
地
方
や
地
域
に
よ
っ
て
展
開
に
遅
速
の
差
が
見
ら
れ
る
か
ら
当
然
そ
れ
を

考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
管
見
の
た
め
未
だ
同
様
の
実
証
的
研
究
に
接
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
地
方
と
の
比
較
の
上
に
論
考

を
展
開
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
今
後
は
他
地
方
で
の
研
究
成
果
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
と
く
に
そ
の
内
容
面
の
被
供
養
者
や
造
立

者
に
囑
目
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
小
蒲
類
が
遂
に
そ
の
役
割
を
終
え
歴
史
の
舞
台
か
ら
消
え
去
っ
て
い
く
時
期
に
つ
い
て
も
多
大
の

関
心
を
抱
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
剛
界
四
方
仏
種
子
や
故
人
の
法
名
、
紀
年
銘
な
ど
が
五
輪
塔
や
宝
簾
印
塔
の
基
礎
部
分
に
集
中
し

て
く
る
こ
と
は
、
室
町
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
帯
止
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
た
小
君
類
が
い
よ
い
よ
そ
の
任
務
を
終
え
、
こ
れ
に
代
わ

る
新
た
な
も
の
の
出
現
を
予
想
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
故
人
の
埋
葬
地
上
に
建
立
す
る
施
設
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
五

輪
塔
や
宝
筐
印
塔
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
事
態
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
人
の
墳
墓
上
に
立
て
る
標
識
が
入
用

で
あ
れ
ば
、
敢
え
て
五
輪
塔
や
宝
簾
印
塔
を
造
立
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
後
期
に
出
現
し
た
一
石
彫
成
型
の
五
輪
塔
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
あ
 

宝
簾
喜
捨
は
、
た
と
え
そ
れ
が
墓
塔
の
需
要
に
よ
る
量
産
化
が
招
い
た
当
然
の
帰
結
と
は
い
え
、
自
ら
が
そ
の
役
割
を
次
の
墓
石
類
に
譲

る
べ
く
命
運
の
も
と
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
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註（
1
）
拙
稿
「
徳
山
市
貝
籠
五
輪
塔
の
紀
年
銘
」
（
『
徳
山
大
学
論
叢
』
第
二
十
七
号
、
昭
和
六
十
二
年
目
。

（
2
）
後
掲
の
表
一
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
『
徳
山
市
の
社
寺
文
化
財
』
資
料
編
（
徳
山
市
教
育
委
員
会
、
平
成
三
年
三
月
）
に
よ
る
。

（
4
）
各
計
測
値
は
右
書
所
収
の
調
査
録
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
5
）
各
遺
品
の
銘
文
も
計
測
値
と
同
様
註
（
3
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
6
）
三
坂
圭
治
監
修
『
近
世
防
長
諸
家
系
図
綜
覧
』
（
防
長
新
聞
社
、
昭
和
四
十
一
年
）
九
九
頁
。

（
7
）
拙
稿
「
陶
氏
供
養
塔
の
発
見
」
（
『
徳
山
大
学
論
叢
』
第
二
十
九
号
、
昭
和
六
十
三
年
）
。

（
8
）
前
述
の
徳
山
市
夜
市
弱
音
か
ら
発
見
さ
れ
た
弘
安
四
年
銘
に
は
、
地
輪
と
水
輪
の
双
方
に
上
部
円
孔
が
設
営
さ
れ
、
同
所
の
地
下
か
ら
は
こ
れ

 
に
見
合
う
素
焼
き
の
骨
壺
も
一
個
出
土
し
て
い
る
。

（
9
）
例
え
ば
埼
玉
県
江
南
町
須
賀
広
の
江
南
小
学
校
に
あ
る
寛
喜
二
年
夏
一
二
三
〇
）
銘
の
弥
陀
三
尊
像
容
板
碑
に
は
、
往
生
血
縁
経
の
偶
と
と
も

 
に
「
為
悲
母
奉
造
立
」
の
銘
文
を
刻
ん
で
い
る
。
拙
著
『
中
世
の
板
碑
文
化
』
（
東
京
美
術
、
平
成
元
年
）
七
一
頁
。

（
1
0
）
前
掲
註
（
3
）
の
資
料
編
に
よ
っ
て
作
成
。

（
1
1
）
同
右
。

（
1
2
）
因
み
に
基
礎
と
塔
身
を
合
わ
せ
た
総
高
は
龍
文
寺
塔
が
三
〇
苑
ン
、
丸
山
墓
地
塔
は
三
二
弛
ン
で
あ
る
。

（
1
3
）
前
掲
『
近
世
防
長
諸
家
系
図
綜
覧
』
付
録
の
「
新
撰
大
内
氏
系
図
」
に
よ
る
。

（
1
4
）
陶
氏
系
図
で
は
「
観
室
永
喜
大
姉
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
5
）
徳
山
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
徳
山
市
史
』
上
巻
（
徳
山
市
、
昭
和
五
十
九
年
）
二
五
三
頁
。

（
1
6
）
所
在
地
名
は
前
掲
『
徳
山
市
の
社
寺
文
化
財
』
資
料
編
に
あ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
に
し
た
が
、
個
入
所
有
の
墓
地
名
に
つ
い
て
は

 
家
名
に
代
え
て
地
名
を
冠
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
1
7
）
大
内
弘
世
の
鷲
頭
庄
へ
の
進
攻
が
始
ま
る
の
が
正
平
七
年
二
月
で
あ
る
か
ら
、
陶
弘
政
の
富
田
保
入
部
は
こ
の
直
前
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
8
）
陶
氏
の
代
数
計
算
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
の
た
め
従
来
か
ら
の
数
え
方
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
。

（
1
9
）
御
薗
生
翁
甫
著
『
防
長
地
名
淵
鑑
』
（
防
長
倶
楽
部
、
昭
和
六
年
）
二
七
七
頁
。

（
2
0
）
近
藤
清
石
著
『
大
内
氏
実
録
』
（
マ
ツ
ノ
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）
三
】
八
頁
。

193



第39号

（
2
1
）
前
掲
『
徳
山
市
史
』
上
巻
、
二
四
〇
頁
。

（
2
2
）
同
右
、
二
五
四
頁
。

（
2
3
）
山
口
県
文
書
館
編
『
萩
藩
閥
閲
録
』
（
山
口
県
文
書
館
、
昭
和
四
十
二
年
）
第
四
巻
、
三
九
六
頁
。

（
2
4
）
山
口
県
文
書
池
貝
『
防
長
風
土
注
進
案
』
（
山
口
県
立
山
口
図
書
館
、
昭
和
三
十
九
年
）
第
八
巻
、
一
八
三
頁
。

（
2
5
）
徳
山
市
内
に
お
け
る
そ
の
初
見
は
久
米
地
区
老
郷
地
の
高
善
寺
跡
に
旧
在
し
た
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
銘
の
自
然
石
型
墓
石
で
あ
る
。
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